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男
女
共
同
参
画
で

震
林
水
産
大
臣
賞

女
性
農
業
委
員
登
用
で
高
く
評
価

３
月
８
日
に
東
京
品
川
区
ヤ
総
合
区
民

会
館

「き
ゅ
り
あ
ん
」
で
第
２５
同
農
山
漁

村
女
性
の
日
記
念
の
集
い
が
行
わ
れ
、

横

手
市
農
業
委
員
会
は
２
０
１
１
年
度
農

―
・
――

漁
村
男
女
共
同
参
画
活
動
表
彰

・
組
織
に

お
け
る
女
性
登
用
部
門
で
農
林
水
産
大
同

賞
に
輝
き
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
で
は
、

早
く
か
ら
女
性
農

業
委
員
の
草
用
に
取
り
組
み
、

地
域
の
良

き
相
談
相
手
と
し
て
女
性
な
ら
で
は
の
視

点
を
生
か
し
た
活
動
を
展
開
し
て
き
た
こ

と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
全
国
か

ら
約
６
０
０
人
の
女
性
農
業
上
ら
が
集
ま

り
、

仲
野
農
林
水
産
大
臣
政
務
官
よ
り
賞

状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

表
彰
式
の
あ
と
高
橋
幸
子
委
員
よ
り
活

動
報
告
が
行
わ
れ
、

枝
手
市
の
農
業
委
員

活
動
を
広
く
全
国
の
方
々
に
紹
介
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

農
林
水
産
大
臣
表
彰

高

瀬

会

長

へ
表

彰

状

農
業
委
員
に
対
す
る
平
成
２３
年
度
の
農

林
水
産
大
Ｈ
表
彰

の
伝
達
式
が
１
月
２５

日
、

東
北
農
政
局
秋
田
地
域
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
、

穴
井
達
也
セ
ン
タ
ー
長
か
ら
高

瀬
俊
作
会
長
に
表
彰
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し

た
。

秋
田
県
の
受
賞
者
は
４‐
人
目
で
す
。

高
淑
会
長
は
昭
和
５９
年
か
ら
同
農
業
委

員
公
の
委
真
を
務
め
、

女
性
農
業
委
員
の

擁
立
や
食
農
教
育
の
推
進
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

こ
れ
な
時
は
、

農
業
香
員
に
お
気
軽
に

ご
隅
談
く
だ
さ
い
！

農
業
委
員
は
農
家
の
目
線

に
立

っ
て
、

次
の
相
談
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。

価
尉
回

③

経
営
規
模
拡
大

③

農
地
を
売
り
た
い

③

農
地
の
貸
し
借
り

③

農
地
転
用

③

農
業
者
年
金

③

震
地
と
税
金

③

相
続
と
農
地

農
業
委
員
は
、

農
業
者
の

代
表
と
し
て
、

ま
た
地
域
の

世
話
役
と
し
て
皆
さ
ん
か
ら

の
こ
意
見
　
こ
要
望
　
こ
質

問
に
応
え
て
い
き
ま
す
。

ま

た
、

相
談
内
容
に
つ
い
て
は
、

秘
密
を
守
り
ま
す
の
で
気
軽

に
こ
相
談
く
だ
さ
い
。
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仲野政務官より表彰を受ける高瀬会長活動報告をする高橋委員

穴井センター長より表彰を受|する高瀬会長
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刺輔 g5
農業者年豊

農業者年金には税制面で

何かメリットはあります
・
か?

A:建 藤弥措婁笹雰ど看督婿豊揮曇露笛具爆舞
料

加入者が支払つた保険料は、納税申告の際、その全額が社会保険料控除の対象となりますので、

所得税・住民税が節税になります。

節税額は適用される税率や保険料額によつて差がありますが、支払つた保険料の 150/0以上に

なります。

また、保険料などの年金資産は農業者年金基金が運用してしヽますが、その運用収益は非課税

です。

さらに、将来受け取る農業者年金|よ、公的年金等控除の対象となり、65歳 以上の方であれば、

公的年金等の合計額が]20万 円までは非課税です。

つまり、公的年金として入口から出口まで税制画の優遇措置が付しヽています。

税 率

加入者の支払つた保険料が

月額1万円

(年額12万 円)

の場合

月額2万円

(年額24万 円)

の場合

月額5万円

(年額60万 円)

の場合

月額6.7万円

(年額80,4万円)

の場合

150/0 1万8千円 3万6千円 9万円 12万 1千円

200/0 2万4千円 4万8千円 12万 円 16万 1千円

30% 3万6千円 7万2千円 18万 円 24万 1千円

(注)保険料支払後も保険料支払前と適用される税率に変更がないものとして試算していま抗

奥様などご家族の方の

保険料を、ご主人が自身

の保険料 と併せて支

払った場合も、そのすべ

ての保険料額がご主人

の社会保険料控除の対

象になります。

農業者年金には、〇国民年金の第1号被保険者で、0年 間60日以上農業に従事する、060歳未満の方ならどなたでも加入できま坑

●農業者年金に関するご相談については、最寄りの」Aか 農業委員会または農業者年金基金にお問い合わせください。

独立行政法人 〒105‐8010 東 京都港区西新橋卜6‐21 NBF虎 ノ門ビル5F

電話 :03(3502)3942 FAX:03(3592)2660

女性農業者の
皆さんご存じですか?

農業者年金基金


